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住み慣れた地域で、「健
け ん こ う

幸」で
        安心して暮らすために

～「地域包括ケアシステム」に向けた取り組みを紹介します～

介護が必要
になったら

いつまでも元気
で暮らすために

★市の取り組み
は右囲み②参照

★市の取り組みは
右囲み③参照

★市の取り組みは
右囲み①参照

地域のことは
地域で支える

老人クラブ・NPO・ボラ
ンティア・自治会など

病気になったら

　清瀬市では、75 歳以上の人口が 1万人を超えており、平成
29 年には高齢化率は 28%を上回ると推計されています。今後
も高齢化が進むと、医療や介護を必要とする人がますます増加
し現在の体制では十分な対応ができないことが見込まれます。
　「地域包括ケアシステム」は、皆さんが市民ボランティアや

　地域包括ケアシステムとは、「医療」「介護」「介護予防」
「生活支援」「住まい」の５つのサービスを、地域特性に
応じて一体的に提供する体制のことです。（右記イメー
ジ図参照）

　このシステムの最大のポイントは、「住
み慣れた地域でさまざまなサービスを利用
しながら生活できる体制を、地域の皆さん
とともに構築する」という点です。

自助：在宅でいつまでも「健幸」に暮らすために
は、「自分のことは自分でする」という意識を持
つことが重要です。そのためにも介護予防を行い、
健康寿命を延ばすよう心掛けましょう。

互助： 生活のなかで「ちょっと手伝ってほしい」「こ
のくらいなら手伝いますよ」の関係をつくること
で地域の絆が深まり、安心して暮らせる環境がで
きます。「お互いさま」の声と笑顔があふれる「支
え合いの仕組み」を地域でつくりましょう。

地域包括ケアに向けた取り組みでは、「自助」「互助」「共助」「公助」
という考え方が核となります（下図参照）。
　特に市民の皆さんの取り組みである「自助」「互助」の考え方は地域
包括ケアシステムのなかでも必要不可欠です。「自分のことは自分です
る」「お互いを支え合う」ため、介護予防に積極的に取り組み、健康や
体力の維持に努めましょう。

大切なのは自らの健康管理やお互いを支え合うこと

■自分のことは自分でする
■自らの健康管理
　（セルフケア）
■民間サービスの利用

■当事者団体による取り組み
■高齢者によるボランティア
　・生きがい就労

■行政などによる支援事業
■生活保護
■人権擁護・虐待対策

■ボランティア活動
■住民組織の活動

■介護保険に代表される社会
保険制度及びサービス

自助

共助

互助

公助

■ボランティア・住民組
　織の活動への公的支援

◆介護が必要となる原因
　厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成 25 年）では、65 歳以上で要
介護者になる原因が「脳血管疾患（18.5％）」「認知症（15.8％）」「高齢
による衰弱（13.4％）」となっています。これは、生活習慣病の他、心
身の機能を使わないことによる生活機能の低下も要因になっています。

心身の機能低下は「年をとれば
仕方がないこと」と思っていません
か？　高齢になっても日常生活を見
直し、身体を動かす習慣をつけるこ
とで、心身の機能を維持・改善する
ことは十分に可能です。

★地域包括ケアシステムの実現に向けた重点的な取り組み★

医療・介護従事者など、地域のさまざまなサービスを利用し住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう「支え合い
の仕組みづくり」を行うことが重要だといわれています。
　今号では、市で取り組みを始めた内容をご紹介します。
問合せ　地域包括ケア推進課福祉総務係☎ 497・2056

地域包括ケアシステムとは？

介護予防はなぜ必要？

　市では、平成 27 年度から地域住民の方々・ボランテ
ィア団体・ＮＰＯ法人・民間企業などの皆さんとともに
地域の特性に応じた地域づくりの取り組みを始めていま
す。

市内各所では、介護予防事業やサロンの他、各種団体や自主グルー
プによる運動・趣味活動が行われています。
「今日行くところがある」「今日用がある」の毎日は、生活不活発病
を予防し介護予防にもつながります。外へ出る楽しみを見つけ、地域で
仲間づくりをして「健幸」生活を送りましょう。

「自助」「互助」の考え方

～教育（今日行く）、教養（今日用）がある毎日を！～ 知っていますか？　国民の努力と義務

　介護保険法では「国民の努力及び義務」が定められており、国民は要介
護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚
して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合にお
いても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び
福祉サービスを利用することによりその有する能力の維持向上に努めるこ
となどが定められています。このように「健康の保持増進に努め」「能力
の維持向上に努める」ためにも「介護予防」が必要なのです。

健幸寿命を延ばそう！
　認知症予防、仲間づくり、生きがいづくりを目的に、カラオケ
で運動と脳トレを行う「脳トレ元気塾」や学習療法を取り入れた
「脳力アップ塾」などの介護予防事業を充実させていきます。

オレンジリングの輪を広げよう！
認知症への正しい知識と理解を深めるための「認知症サポータ

ー養成講座」を小学生から高齢者まで幅広い年代を対象に行い、更

ボランティアとともに進める家族介護者支援

に学びたい方向けに「フォローアップ講座」
も充実させていきます。
サポーター養成講座の講師役となる「キ

ャラバン・メイト」の養成研修も引き続き実
施します。

　市民ボランティアの協力を得なが
ら、認知症の方と家族介護者の居場所
づくり、情報交換の場としても活用い
ただける「よってこカフェ in ナルド
（認知症カフェ）」、「ゆりの会（家族介
護者の会）」を毎月開催します。

地域の支え合い体制とは
　誰とも会話をしない日がある、困った時に頼る人がいないな
ど、社会から孤立した状況が続くと生きがいを失くしたり日常
生活に不安を感じたりすることがあります。不安をなくすため
には身近な場所で悩みを相談できるなど地域の方と顔の見える
関係を築くことや困った時は助け合うことが大切です。
　このように、日々の生活を地域の身近な方々で助け合い、協
力し合うことが「支え合い活動」です。活動の主体は市民の皆
さんで、活動の推進には皆さんのご協力が必要です。
ぜひ皆さんの力を発揮してください。

　「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣
れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社
会」の実現を目指し、地域全体で助け合い・支え合う仕組みづく
りに取り組んでいます。

①認知症支援策の充実

　市では、『地域にお住まいの方々が地域を支える「支え合い
活動」を推進すること』及び『生活支援・介護予防サービスを
担う事業主体と連携を図り、地域の支え合い体制づくりを構築
すること』を目的に、平成 27 年 11 月に清瀬市生活支援・介護
予防サービス等協議体を設置しました。詳しくは６月 15 日の
市報で紹介します。次回開催日は下記のとおりです。

③「支え合いの仕組みづくり」を推進する
ための取り組み

日時・場所　５月 26 日㈭午後１
時 30 分～３時・健康センター
※詳しくは地域包括ケア推進課福
祉総務係☎ 497・2056 へ。

　地域包括支援センターは、地域の高齢者や介護をしている家族が利用で
きる総合的な相談・支援の窓口です。医療・福祉・介護の専門職が介護保
険制度や各種サービスのご案内を行う他、高齢者の日常生活全般について
ご相談をお受けし、支援につなげていきます。お気軽にご相談ください。

地域包括支援センター
が行っていること

介護のこと 権利を守ること

健康のこと さまざまな相談

清瀬市地域包括支援センター
中里５－842　（健康センター内）
☎４９７・２０８２
（松山地区）

きよせ信愛地域包括支援センター
梅園２－３－15　信愛の園内
☎４９２・１８５０
（竹丘・梅園・野塩地区）

きよせ社協地域包括支援センター
下清戸１－212－４
コミュニティプラザひまわり内　
☎４９５・５５１６
（上清戸・中清戸・下清戸・元町地区）

清瀬市高齢者在宅介護
　　　　支援センター清雅
中里５－91－２　
☎４９３・０１３３
(中里・下宿・旭が丘地区）志木街道

柳瀬川通り秋
津
駅

旭
が
丘
通
り

小
金
井
街
道 きよせ清雅地域包括支援センター

中里５－91－２
特別養護老人ホーム清雅苑内　
☎４９５・１３７０
（中里・下宿・旭が丘地区）

清瀬市地域包括支援センター
中里５－842　（健康センター内）
☎４９７・２０８２
（松山地区）

け
や
き
通
り清

瀬
駅

悩み 疑問

相談ごと

お気軽に
お問い合わせ
ください

身近な相談窓口
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

地域リーダー研修の開催
医療系・介護系職種の方がお互いの業務の現状を知り、顔

の見える関係をつくるためにグループワークなどを行いまし
た。第１回目は、認知症の事例検討を行い各職種の役割・支援
方法を確認し、第２回目は在宅でできる緩和ケアについて意見
を出し合い病院との連携についても話し合いました。

医療・介護サービスの情報共有
　安心して自宅で生活するためには、容体が急変した時や退院
後の生活においてどのような医療・介護サービスが必要なのか、
それぞれの職種が情報を共有し、適切なサービスを提供する方
法などの検討を始めています。
　今後は、市民の皆さんに医療・介護サービス情報を提供する

　医療サービスや介護サービスを利用し、住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる社会の実
現を目指し、「清瀬市医療・介護連携推進協議会」を設置しま
した。協議会では医療・介護関係機関の連携を強化するための
取り組みを進めています。

②医療・介護連携推進協議会の取り組み

とともに安心して在宅で生活するための知識や理解を深めるた
めの普及啓発活動を行います。

認知症サポーターの証の
「オレンジリング」


